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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】小規模圃場を対象に、持ちやすく、運搬と設置
が容易で、清掃が楽にでき、しかも、畦畔通行の障害と
ならない耐久性に優れた水田用排水口を提供する。
【解決手段】上面と底面及び背面を開口した断面略コ字
型のコンクリート本体において、該本体の外形寸法を日
本人高齢者男子の人体寸法の平均値を基準としてなるも
ので、本体の両側壁Ｂ、Ｃの外面５ａ、５ｂに手掛け穴
６ａ、６ｂ又は取っ手を設け、内面４ａ、４ｂに凹溝７
ａ、７ｂが凹設されると共に、複数枚の堰板１０を装着
して抜き差し自在の水位調節部とし、堰板のうち１枚を
、歯形状に切欠加工したもの１６に交換できるとし、前
面壁Ａ下部側に継手管付きとした排水口８が穿設され、
且つ、その断面底が本体底面部より高い位置に、管孔を
前面壁Ａ内面から背面開口部方向に凸設されて、本体底
面部に空間部が形成され、該本体上部に着脱自在に嵌合
する蓋板１２を設けた水田用排水口である。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上面と底面及び背面を開口した断面略コ字型のコンクリート本体において、該本体の外
形寸法を日本人高齢者男子の人体寸法の平均値を基準として、長辺が該平均値における肩
峰幅以下、短辺が前腕長、高さが肘頭後縁・握り軸距離から前腕手長までとすると共に、
該本体の両側壁外面に該平均値手幅の手掛け穴又は取っ手を設けたことを特徴とする水田
用排水口。
【請求項２】
　該本体の両側壁内面における該開口部先端近傍位置に該平均値第２指関節幅の凹溝が鉛
直に凹設されると共に、該凹溝間における該背面開口部の範囲には、適宜寸法に分割、成
形された複数枚の堰板を装着して越流堰が形成され、該堰板を抜き差し自在の水位調節部
とし、該堰板のうち頂部に配置する１枚を、歯形状に切欠加工したものに交換できるとし
たことを特徴とする請求項１記載の水田用排水口。
【請求項３】
　該本体の前面壁下部側に継手管付きとした排水口が穿設され、且つ、その断面底が該本
体底面部より高い位置に、管孔が該前面壁内面から背面開口部方向に凸設されて、該本体
底面部から該断面底までの高さの範囲部分に空間部が形成されるものとしたことを特徴と
する請求項１又は２記載の水田用排水口。
【請求項４】
　該本体の上面部内辺周縁に断面Ｌ字形の溝を設けて、平面における短辺寸法を該平均値
両足幅として、中央部又は両端部に該平均値手幅の手掛け穴を設け、且つ、該本体上面部
と高さを等しくして、着脱自在に嵌合する蓋板を設けたことを特徴とする請求項１記載の
水田用排水口。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は水田に設けられる排水口に属する。
【背景技術】
【０００２】
　水田灌水における排水口は、コンクリート畦畔に成形された排水口を除き、従前までは
、畔を切り込み、石、土、ビニール袋、板等を単独又は複数組み合わせて配置し、漏水防
止に隙間を泥詰めして水口とする方法が広く行われているが、開閉操作の度に形を崩して
は元に戻すという作業を繰り返し、水位調節はこれらの配置換えや土寄せで行うため、手
間がかかる上、増水時には形が崩れやすく不安定で修復の労を必要とするものであり、こ
のような水口は、排水管の連通が難しいため、排水を用水として導水する有効な手段とな
り得ず、また、畦畔に切り込まれた水口は通行と圃場管理作業の障害となっていた。
【０００３】
　一方、コンクリート二次製品の各種桝、Ｕ字溝等を加工転用する方法や市販の専用排水
桝を使用する方法があり、これらのなかでコンクリート製のものは、大形で重く深く埋め
込むものが多く、単身での持ち上げと持ち下ろし、持ち運びと相俟つ手作業での設置は相
当の労力と時間を要することから、高齢者による単独作業は艱しく、加工する場合はさら
に手間がかかり、排水口底面まで手が届かず清掃が難しい、切欠口が畦畔または圃場内に
突出して通行、管理作業の障害となっている等の問題点があり、また、専用排水桝に本体
を軽量素材としたものがあるが、その形状と態様は華奢、脆弱で設置及び施管、耕起作業
時に破損するおそれが大であり、強度と耐久性に不安が残る等、多くの改善点が残されて
いると云わざるを得ないものであり、以上のような従前からの方法と不定形状の排水口は
、土地改良事業、圃場整備に至らない中山間地域の圃場に多く残る状況であった。
【０００４】
　こうした状況を改善するものとして、特許文献１「水田用排水口」では、排水管取付部
を有する後板部、内壁に仕切板取付溝を有する両側板部、天板部及び底板部からなる水田
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用排水口において、排水管取付部が後板部から突出されたテーパ付き短管からなり、且つ
仕切板取付部に近い天板部に切欠部を設けたものであった。
【０００５】
　また、特許文献２「排水管用ソケットの付いた水田用排水桝」においては、コンクリー
ト製の水田用排水桝に排水管を取り付けるときに、現場作業でいちいち接着材等を用いて
接合していたため、労力と時間が無駄であった。それを製造過程で桝の背面の排水管接合
部分に排水管用ソケットをあらかじめ取り付けることとして、作業の軽減短縮をはかり無
駄を省くとしたものであった。
【０００６】
　さらに、特許文献３「農業用水位調整桝」のように、水位の調整を確実に行え、しかも
、畦が切断されず、この上を歩いたり一輪車が走行でき、作業性を向上させるものとして
、上面と背面を開口した箱状のコンクリート本体の前面壁の下部側に排水管を接続するプ
ラスチック製の円筒ソケットを取り付けると共に、任意の水位に設定するコンクリート製
の水位調整板を上下方向に着脱自在に取り付ける取付溝を、前記コンクリート本体の左右
両側壁の背面側に形成すると共に、使用していない水位調整板を水平に保持する保持溝を
コンクリート本体上部に形成したものなどが提案されていた。
【０００７】
　しかし、前者の「水田用排水口」は、仕切板取付部に近い天板部に切欠部を設けてなる
ものであるが、仕切板を高く装着した場合に天板部と間隙が狭くなることが予想され、天
板部に切欠部を設けていることを考慮しても、固定された天板部と仕切板の間に手を挿入
しての清掃が難しくなると共に、本体は畦畔上に突出しており、通行、圃場管理作業を行
う上で障害となるおそれがあるものであった。
【０００８】
　また、二番目に示した「排水管用ソケットの付いた水田用排水桝」は、製造過程で排水
管用ソケットをあらかじめ取り付け、現場作業で労力と時間の無駄を省くとしているが、
この種のコンクリート製排水桝の多くは、土地改良事業、区画圃場整備等にかかる技術基
準によるもので、大形で重く、運搬と設置は相当な労力と時間を要するものであり、機械
力に頼らざるを得ない上、畦畔上に本体切欠口が突出する形状のものは、明らかに通行と
圃場管理作業の障害となっているものであった。
【０００９】
　三番目に示した「農業用水位調整桝」は、箱状のコンクリート本体上部側に形成した保
持溝に使用していない他方の水位調整板を水平に嵌合させるものであるが、高さが低い水
位調整板を上部側に嵌合させた場合、上面開口部に隙間ができ、歩いたり一輪車が走行す
るに支障となるおそれがあると共に、前面壁を除く左右両側壁の上部保持溝に嵌合した場
合の２点支持強度について、コンクリート形成であることを考慮しても、割裂、踏抜き等
の不安を拭いきれず、また、箱状のコンクリート本体に水位調整板を加えた重さはかなり
なものと推測できると共に、開口していない底面部は、この部分からの施管を選択できな
くしており、さらに、高さの低い水位調整板を３枚セットで用いても良いとする説明は、
コンクリート形成による複数化の限界を推知できるものであり、従って、本構成による水
位調整板は堰き止めはできるとしても、水位調整は大凡になると云わざるを得ないもので
あった。
【特許文献１】　実開昭６３－１９８６２４号公報
【特許文献２】　実登３０２５４８２号公報
【特許文献３】　実登３１０１１９０号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【００１０】
　依然として中山間地域に多い従前からの方法、定まらない形状に対して、従来までに提
案された考案品のいずれもが普及を見るに至っていない状況は、水田排水にかかる従来の
技術に実用上の不安と改善の余地を多く残すものであり、水田作業の実際に適応できるも
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のは僅少であったと云わざるを得なかった。
【００１１】
　本考案は、中山間地域に多い小規模圃場を対象とし、従前からの方法に代わるものとし
て、手頃で扱いやすい水田排水口を開発するため、保水と排水に係合する機能構成を簡約
化し、形状及び寸法を作業呈における身体動作に適合可能として、高齢化する担い手が持
ちやすく、運搬と設置が容易で、清掃が楽にでき、しかも、畦畔通行の障害とならない耐
久性に優れた水田用排水口を実現化したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本考案の請求項１記載の水田用排水口は、上面と底面及び背面を開口した断面略コ字型
のコンクリート本体において、該本体の外形寸法を日本人高齢者男子の人体寸法の平均値
を基準として、長辺が該平均値における肩峰幅以下、短辺が前腕長、高さが肘頭後縁・握
り軸距離から前腕手長までとすると共に、該本体の両側壁外面に該平均値手幅の手掛け穴
又は取っ手を設けたことを特徴とするものである。
【００１３】
　本考案の請求項２記載の水田用排水口は、該本体の両側壁内面における該開口部先端近
傍位置に該平均値第２指関節幅の凹溝が鉛直に凹設されると共に、該凹溝間における該背
面開口部の範囲には、適宜寸法に分割、成形された複数枚の堰板を装着して越流堰が形成
され、該堰板を抜き差し自在の水位調節部とし、該堰板のうち頂部に配置する１枚を、歯
形状に切欠加工したものに交換できるとしたことを特徴とする請求項１記載のものである
。
【００１４】
　本考案の請求項３記載の水田用排水口は、該本体の前面壁下部側に継手管付きとした排
水口が穿設され、且つ、その断面底が該本体底面部より高い位置に、管孔が該前面壁内面
から背面開口部方向に凸設されて、該本体底面部から該断面底までの高さの範囲部分に空
間部が形成されるものとしたことを特徴とする請求項１又は２記載のものである。
【００１５】
　本考案の請求項４記載の水田用排水口は、該本体の上面部内辺周縁に断面Ｌ字形の溝を
設けて、平面における短辺寸法を該平均値両足幅として、中央部又は両端部に該平均値手
幅の手掛け穴を設け、且つ、該本体上面部と高さを等しくして、着脱自在に嵌合する蓋板
を設けたことを特徴とする請求項１記載のものである。
【考案の効果】
【００１６】
　上述のように、本考案の水田用排水口によれば、略コ字型となるコンクリート本体の寸
法と形状は、圃場の設置対象となる畦畔に運搬、埋設、施管して、以後の灌水管理、清掃
管理に至る作業程における身体動作に適合することができる。即ち、本体の長辺が肩峰幅
以下、短辺が前腕長、高さが肘頭後縁・握り軸距離から前腕手長までは抱持動作に適合で
きると共に、上面と底面及び背面の開口は重量軽減となり抱持、運搬、設置の各動作を容
易にして労力負担を軽減する効果が得られる上、その高さ寸法は、本体内へ手を挿入、着
手する動作に適合できることから、堰板を乗り越え本体内に留まる浮遊物、ゴミ、草等の
清掃を容易にすることができ、さらに、本体埋設深さが高さ寸法に限定され、手が届く範
囲で掘削、設置作業ができることになり、さらにまた、その埋設深さは、一般圃場におけ
る標準的耕深の範囲を超えていることから堰板と排水口との流水落差が確保されて、排水
、落水を容易にすることができ、本体開口部に凹設された第２指関節幅の凹溝は、溝に侵
入、付着した土砂、藻類等の異物の清掃、洗浄が指を入れてできるという効果が得られる
ものとなる。
【００１７】
　また、本体の両側壁外面に手幅の手掛け穴又は取っ手を設けたものでは、重量軽減して
なるコンクリート形成体であっても、尚、重さの伴う本体に対して、母指を除く四指挿入
ができることは、持ち上げ及び持ち下ろし動作並びに持ち運び動作に伴う労力を一段と軽
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減できるという特徴を発揮できることになる。
【００１８】
　さらに、背面開口部に堰板を装着したものでは、堰板を抜き差し、交換する等の操作で
任意の水位に設定することができ、前面壁下部側にあらかじめ穿設された継手管付き排水
口は、設置現場での作業効率を高め、排水管の連通を容易にできるという利点があり、そ
の断面底が本体底面部より高い位置にあり、背面開口部方向に凸設されるとしたものでは
、堰板を乗り越え本体内へ流入した浮遊物、ゴミ、草等のうち、長茎のものは凸設された
管

た空間部がいわゆる泥溜まり状となり、沈殿物他の清掃、洗浄等の維持管理を容易にする
ことができるという効果が得られ、適宜寸法に分割、成形された複数枚の堰板のうち頂部
に配置する１枚を、歯形状に切欠加工したものに交換できるとしたものでは、その切欠幅
でもって水田耕起、代掻き作業時に集中的に浮上、流出する未分解の稲藁等を順次阻止で
きるという効果が得られる。
【００１９】
　さらにまた、本体上部に蓋板を設けたものでは、両足幅の幅員でもって畦畔通行を容易
にし、圃場管理作業の安全を確保できる利点があると共に、自在に着脱できることから、
本体内部の清掃、洗浄を容易にするという効果が得られ、その装着態様は畔景観の保持に
効果を呈することができるものである。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、上記の考案の実施に際し、その最良もしくは望ましい形態について説明をする。
　本考案の本体寸法は、日本人高齢者男子の人体寸法の平均値を基準としてなるものであ
り、出自を計測主体の公開データベースによる計測部位項目の平均値から適用可能とする
と共に、主体の選定は任意とするものであり、また、計測時期等により平均値に差異ある
場合の比較選定は、本体外辺にかかる寸法はその最小値、これ以外は最大値をもってする
が本考案の趣旨から妥当であるとするものである。参考例として、本考案が適用可能とす
る部位項目の平均値を公開データベースの人体寸法項目一覧から抜粋して次表に示すこと
にする。
【００２１】

【表１】

【００２２】
　本体形状は、その寸法を作業程における身体動作に適合させると共に、上面と底面及び
背面の開口によって重量軽減可能となり、さらには、圃場の面積単位別に小型化可能とす
るものが望ましく、この場合においても高さ寸法は肘頭後縁・握り軸距離から前腕手長ま
でにとどめ、標準的耕深の範囲を確保すべきものであり、本体材質としては、高い耐久強
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度を有し、経済性で有利なものとしてコンクリート形成でなるものが適当であり、前記な
るものとした場合の厚さ寸法は、本考案における構造体の必要強度を保持できる範囲とす
ることは当然である。
【００２３】
　手掛け穴又は取っ手は、持ち上げ及び持ち下ろし動作並びに持ち運び動作に伴う労力を
一段と軽減する機能を果たすものであり、いずれも母指を除く四指挿入ができるものとし
なければならず、その位置は本体外壁面中央且つ上部近傍とすることが望ましく、また、
本体抱持動作による重心移動等を計測して設定したものであればさらに望ましいものとな
り、取っ手は、外壁面を手掛け穴状に膨設したもの、あるいは、高い耐腐食性や耐久強度
を有するものとして、ステンレス鋼、アルミニウム、各種鍍金鋼等の金属性とすることが
できる。
【００２４】
　堰板は、水位調節機能を果たすものであり、凹溝に抜き差し可能で嵌合状態を維持し、
複数枚が積み重ねられた場合には、圃場水深を保持できる程度の水密性を確保して作土と
用水を堰き止め可能とすべきものであり、適宜寸法毎に分割、成形可能な部材でなるもの
とし、その材質は、耐腐食性があり軽量である各種合成樹脂製のものが望ましく、従来か
ら用いられる木材等でも可能とすべきものであり、いずれも本実又は相じゃくり加工を可
能とするものであればさらに望ましいものとなる。また、頂部に配置する堰板は、矩形加
工のものとその長辺の一方を歯形状に切欠加工したもの双方を装備して交換可能とし、歯
形意匠については任意とするものの実効性のあるものとすべきである。
【００２５】
　排水口は、その口径の流量でもって十分な排水量を確保可能なものとすべきであり、管
接合を容易にして設置現場での作業効率を高めると共に、排水管の連通を可能とする継手
管付きとすべきものであり、材質としては、例えば、汎用性を有する硬質塩化ビニール管
やポリエチレンスリーブのような合成樹脂製のものとすることが可能であり、さらに本体
底面開口部は配管を立ち下げ可能であり、継手管孔にメクラ蓋を施管することができると
するものが望ましい。
【００２６】
　本体内部は、背面開口部の左右内壁に凹溝が凹設され、複数枚の堰板を装着して越流堰
が形成されるものであり、前面壁下部側に穿設、底面部より高い位置に僅々凸設された排
水口と共に、本体内へ流入した浮遊物、ゴミ、草等の一部を越流と排水を妨げることなく
留め置き状とすることが可能であり、手を挿入してそれらを除去可能とする空間を有する
構造とすべきものであり、これに係合する本体の畦畔定着方法として、より具体的には、
底面部へ、形成された空間部を損なわない範囲でコンクリートを打設することができるも
のとすべきである。
【００２７】
　蓋板は、畦畔通行を容易にして安全性を確保すると共に、着脱自在で清掃等の管理作業
を進めることができるという機能を果たすものであり、本体と同様にコンクリート形成が
可能であり、他に高い耐腐食性や耐久強度を有するものとして、ステンレス鋼、アルミニ
ウム、各種鍍金鋼等の金属性あるいは金属と合成樹脂を組み合わせた複合素材品とするこ
と等ができるものであり、さらに蓋板へ切欠部を設け、また、滑り止め加工を施すことが
できるとするものが望ましく、手掛け穴位置は蓋板中央部もしくは両端とすることができ
る。
【実施例】
【００２８】
　以下、添付図面に従ってこの考案の実施例を説明する。
　本実施例にかかる略コ字型の水田排水口は、設置対象である圃場面積を１０アール相当
としてなるものであり、図３に示すとおり、背面開口部３を水田側面に、上面１が畦畔Ｋ
ａ上に突出しないよう埋設し、背面開口部３を水田側面から畦畔Ｋｂ程度の距離でもって
畦畔側に退いて設置すべきものであり、即ち、耕起作業時において作業機の接触による破
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損を回避する有効な一実施例に他ならない。
【００２９】
　さらに、本実施例にかかる水田排水口の埋設時の埋め戻し土は、土中に空洞が生じない
ように確実に叩き込み、強固にして、畦畔定着と漏水を防止し、洗掘を軽減可能とするも
のである。これは施管後も同様である。
【００３０】
　また、本実施例にかかる水田排水口は、図３に示すとおり、前面壁Ａ下部側に継手管付
き排水口８が穿設され、且つその断面底が底面部２より高い位置に、管孔が前面壁Ａ内面
から背面開口部３方向に僅々凸設されて、底面部２から断面底までの高さの範囲部分に空
間部１１が形成されることになり、水位調節部である堰板頂部１４からの越流水は空間部
１１に略滞留し、水量に応じて排水口８から接続管Ｐを経て排水される。また、堰板を乗
り越え本体内へ流入した浮遊物、ゴミ、草等のうち、長茎のものは僅々凸設された管孔に

０ｍｍから２５０ｍｍを超えていることから堰板頂部１４と排水口８との流水落差が確保
されて、排水、落水を容易にすることができる。なお、継手管９は管接合を容易にして設
置現場での作業効率を高め、排水管の連通を可能とするものであり、図示しないメクラ蓋
を要する場合は同サイズの短管と組み合わせて装着できる。管径は呼び径１００ｍｍを標
準仕様として、その口径の流量でもって対象圃場の排水量を確保することが可能である。
【００３１】
　さらにまた、本実施例にかかる水田排水口は、図１と図３に示すとおり、両側壁Ａ、Ｂ
の内面４ａ、４ｂの背面開口部先端近傍位置に鉛直に凹設された凹溝７ａ、７ｂに複数枚
の堰板１０を装着して越流堰が形成され、堰板を抜き差し自在の水位調節部として作土Ｓ
と水田用水Ｗを堰き止め、所望の水位調節と保水を行うことができる。この場合、堰板周
辺の作土を堰板頂部１４付近まで土寄せしておくと水密性を更に確保できる効果があり、
また、長辺の一方を歯形状に切欠加工した堰板１６は、その切欠幅でもって水田耕起、代
掻き作業時に集中的に浮上し、流出する未分解の稲藁等のうち長茎、親茎株のものから順
次阻止可能であることから、適宜交換して使用できる。また、底面空間部１１は、いわゆ
る泥溜まり状となり、第２指関節幅の凹溝と共に、付着した土砂、藻類等の異物の清掃、
洗浄が手、指を挿入してできることから、経年の安定使用が可能となる。
【００３２】
　図１と図２に示す手掛け穴６ａ、６ｂ又は図示しない取っ手は側壁Ｂ、Ｃ外面中央且つ
上部近傍位置に設けられ、本実施例にかかる水田排水口を持ち上げ、持ち下ろし動作に伴
う労力を一段と軽減することになり、持ち運び動作に関しては持ち手の持続力次第である
ものの、埋設作業における掘削と仮設置の反復という労力を確実に軽減でき、また、蓋板
１２は、本体上部に設けた断面Ｌ字形の溝１５に嵌合することにより、畦畔通行を容易に
して安全性を確保すると共に、手掛け穴１３を持って着脱自在となることで清掃等の管理
作業を容易に進めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本考案にかかる水田排水口の一実施例を示す斜視図である。
【図２】本考案にかかる水田排水口の組み立て状態を示す斜視図である。
【図３】本考案にかかる水田排水口の一実施例が畦畔に設置された状態を示す縦断面説明
図である。
【図４】本考案にかかる水田排水口の一実施例を示す模式的参考図である。
【符号の説明】
【００３４】
Ａ　　本体前面壁
Ｂ　　本体右側壁
Ｃ　　本体左側壁
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１　　上面
２　　底面
３　　背面
４ａ　右側壁内面
４ｂ　左側壁内面
５ａ　右側壁外面
５ｂ　左側壁外面
６ａ　右手掛け穴
６ｂ　左手掛け穴
７ａ　右凹溝
７ｂ　左凹溝
８　　排水口
９　　継手管
１０　堰板
１１　空間部
１２　蓋板
１３　蓋板手掛け穴
１４　堰板頂部
１５　Ｌ字溝
１６　歯形状堰板
Ｋａ　畦畔
Ｋｂ　畦畔
Ｓ　　作土
Ｐ　　接続管
Ｗ　　水田用水
【図１】 【図２】
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